
要 旨 

 国外に親族を持つ外国人又は外国人を配偶者とする者は、所在の確認

や所得の把握が難しい国外の扶養親族を無尽蔵に申請することができる

現状にある。 

 多くの控除を認めた結果、所得税や住民税が生活実態にそぐわない形

で軽減されるだけでなく、国民健康保険税や介護保険料、保育料などへ

も影響を与えている。国外の扶養親族を多数申請できる者とそうでない

者との間に大きな可処分所得の差が生じており、担税力を無視した状況

を放置することは、国民の間に強い不公平感を与えることになりかねな

い。 

 国の制度として、扶養の実態と差異がある状態で所得税や住民税を課

税されていない人が多数生じている現状を容認することは、地方公共団

体の徴税権を侵すものともなりかねない。 

 ついては、国に対し外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書を

提出していただきたい。 
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